
厚生労働省では、12月を｢職場のハラスメント撲滅月間｣と定め、職場のハ
ラスメントをなくし、みんなが気持ちよく働くことができる職場環境をつくる気運を盛
り上げるための、集中的な広報・啓発活動を実施しています。

福井労働局でも12月から「ハラスメント対応特別相談窓口」
を設置し、労働者の方や、企業の人事労務御担当者の方
からのご相談に対応いたします。
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福井労働局からのお知らせ

１２月は｢職場のハラスメント撲滅月間｣です

●受付時間 ９時～１７時まで（土日祝日除く）
●セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

福井労働局雇用環境・均等室へ 電話 0776-22-3947
●職場のいじめ、パワーハラスメント、解雇、労働条件の不利益変更など

福井労働局又は最寄りの監督署の総合労働相談コーナーへ
電話 0776-22-3363
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福井労働局からのお知らせ

職場のハラスメント対策シンポジウム

厚生労働省では、令和２年12月9日（水）に、「職場のハラスメント対策
シンポジウム」をオンラインで開催予定です。
●日時 令和２年１２月９日（水）

１４時～１６時２０分（予定）
●会場 東京都内で行う無観客のシンポジウムを

オンラインで配信
●主催 厚生労働省
●タイムスケジュール
・開会 [14：00～]
・厚生労働省挨拶 [14：00～14：10]
・基調講演 成蹊大学 教授 原昌登 氏

[14：10～14：50]
・ハラスメント対策高座 落語家 立川志らべ

[14：55～15：15]
●「あかるい職場応援団」ホームページの応募フォームからお申込みください。

https://evt-entry.com/no-harassment/

https://evt-entry.com/no-harassment/


改正労働施策総合推進法の施行により、職場におけるパワーハラスメント
防止のために雇用管理上必要な措置を講ずることが事業主の義務となり、大
企業では令和２年６月１日より、適用となっています（中小企業における適
用は令和４年４月１日）。

また、職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関す
るハラスメントの防止対策を講じることは既に義務となっていますが、今回の法
改正により、事業主及び労働者の責務が法律上明記される等、防止対策が
強化されています。

法施行を踏まえて職場におけるハラスメント対策を整備して
いただきたく、ちらし例等を福井労働局ホームページに
掲載しておりますのでご活用ください。

3

福井労働局からのお知らせ

職場におけるパワーハラスメント防止措置の義務化について
～大企業では令和2年6月1日より、中小企業は令和4年4月1日より義務化～
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福井労働局からのお知らせ
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ご対応いただくうえでの参考情報等について

★ちらし例等資料は、福井労働局ホームページに掲載しておりますのでご活用ください。
＊福井労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/home.html
（ＨＰトップ＞法令・様式集＞様式集＞男女雇用機会均等法関係＞
「ハラスメント一体型（改正法対応版）社内啓発用ちらし」（ExcelとPDF）

★ポータルサイト「あかるい職場応援団」ではハラスメント関連資料や先進事例、
研修動画が閲覧できます。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp

◎ハラスメント悩み相談室（相談無料）
ハラスメントに悩む労働者の方への厚生労働省の
相談対応事業です（フリーダイヤル 0210-714-864）
https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/
事業主、人事労務担当者向け、事前メールによる完全予約相談

受付も行っています（1相談１回の弁護士による無料電話相談）
（◎印は厚生労働省委託事業で（株）東京リーガルマインドで
行っています）

福井労働局からのお知らせ

https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/home.html
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/

